
事業規模大

20% 50% 75% 100%

20% 50% 75% 100%

法二種 法一種

アセス対象事業の規模

道条例二種 道条例一種

市条例二種 市条例一種

道条例

市条例

一種：必ず手続を行うもの

二種：手続を行うかどうか個別に判定

するもの
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